
 

 

 

  

 

 
申請者または申請者と生計を一にする者 

－追加１－ 

申請理由⑦生活福祉資金の貸付決定を受けた【新型コロナウイルス感染症特例１／２】 

生活福祉資金貸付決定通知書 

・A４サイズ 

・社会福祉協議会より交付 

 

写し 

 
新型コロナウイルス感染症特例では、 

「据置期間」1年（12か月）以内 

「償還期間」２年（24か月）以内となっています 

（特例以外
．．

の緊急小口資金貸付では「据置期間」2か月以内、 

「償還期間」が据置期間経過後12か月以内） 

「貸付決定日」は新型コロナウイルス感染症特例 

貸付制度受付開始日（令和 2年 3月 25日）以降 

の日付 

新型コロナウイルス感染症特例による“緊急小口資金”貸付決定をうけた場合の決定通知書 

 新型コロナウイルス感染症特例では、 

「貸付資金種類」が緊急小口資金 

「貸付決定額」が20万円以内となっています 

（特例以外
．．

の緊急小口資金貸付では「貸付決定額」

10万円以内） 

 



申請理由⑦生活福祉資金の貸付決定を受けた【新型コロナウイルス感染症特例２／2】 
 
生活福祉資金貸付決定通知書 

・A４サイズ 

・社会福祉協議会より交付 

 

－追加２－ 

 

「貸付期間」は新型コロナウイルス感染症特例 

貸付制度受付開始日（令和 2年 3月 25日）以降 

の日付 

 

新型コロナウイルス感染症特例では、 

「据置期間」1年（12か月）以内 

「償還期間」10年（120 か月）以内 

（特例以外
．．

の総合支援資金貸付では

「据置期間」6か月以内、「償還期

間」20年（240か月）以内） 

新型コロナウイルス感染症特例による“総合支援資金（生活支援費）” 
貸付決定をうけた場合の決定通知書 

 
申請者または申請者と生計を一にする者 


